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公
布
さ
れ
た
規
則
の
あ
ら
ま
し 

○
佐
賀
県
規
則
の
形
式
の
左
横
書
き
の
実
施
に
関
す
る
規
則
（
規
則
第
七
三
号
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
公
布
さ
れ
て
い
る
規
則
の
形
式
を
左
横
書

き
に
改
正
す
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。 

２ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 


